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国
会
開
設
請
願
運
動
の
発
展
構
造
日

内

藤

正

中

四

自
由
党
と
民
衆

コyi
 

〔国
会
開
設
の
一
点
に
沿
い

τ、
す
べ
て
の
利
害
が
抽
象
統
一
さ
れ
、
国
民
諸
階
級
が
結
集
し
て
た
た
か
っ
た
請
願
運
動
の
発
展

l
統

統
一
行
動
白
解
体

一
戦
線
白
解
休
と
し
て
、
十
四
年
十
月
白
自
由
党
成
立
が
考
え
ら
れ
る
心
で
あ
っ
た
。
自
由
党
成
立
に
い
た
る
請
願
運
動
以
来
の
過
程

を
、
統
一
戦
線
を
構
成
し
た
誇
階
綾
の
利
害
関
係
か
ら
追
究
し
て
ゆ
く
と
と
に
し
よ
う
。

十
三
年
に
は
、
二
一
月
十
五
日
か
ら
閑
か
れ
た
愛
国
社
大
会
主
頂
点
と
し
て
、
愛
国
社
|
国
会
期
成
周
閉
会
D
統
一
的
指
導
白
も
と
に
、

国
会
開
設
請
願
運
動
が
全
国
的
た
ひ
ろ
が
り
と
全
国
民
的
た
た
か
ま
り
と
を
も
っ
て
展
開
し
て
い
っ
た
。
向
山
県
下
で
も
、
十
二
年
十

一
一
万
の
両
備
作
三
国
親
陸
会
に
つ
ず
き
、
十
三
年
九
月
の
上
道
郡
自
衛
社
、
十
月
の
三
困
親
陸
会
第
二
次
請
願
、
十
一
月
の
小
田
・
浅

口
問
郡
詰
闘
な
ど
と
、
国
会
開
設
訪
日
肌
は
波
状
的
に
行
わ
れ
て
ゆ
〈
(
い
ず
れ
も
『
山
陽
新
報
』
記
事
に
よ
る
〕

O

か
く
し
ず
一
請
願
運
動
の

発
展
は
、
十
一
月
十
日
、
全
国
の
同
志
六
十
八
人
に
よ
っ
て
審
議
採
択
さ
れ
た
「
連
変
者
扶
助
法
』
に
代
表
さ
れ
る
戦
闘
的
性
格
、
す

た
わ
ち
園
会
開
設
は
、
全
国
民
白
日
結
し
た
実
力
て
た
た
か
い
と
る
以
外
K
は
た
い
、
と
い
う
非
常
た
決
意

rま
で
到
達
さ
れ
る
の
で

国
会
開
設
請
願
起
動
の
接
民
柑
造
伺

第
八
十
巻

五

陣
三
号

プミ

ゴL



国
合
開
設
請
願
運
動
の
発
展
構
造
同

第
八

f
巻

プミ

耳長

号

七
0 

あ
コ
た
(
国
会
開
設
者
割
前
探
聞
書
」
『
明
治
文
佑
全
集
』
二
二
巻
)
。

だ
が
運
動
が
激
化
し
、

戦
闘
的
性
格
を
示
ず
に
し
た
が
っ
て
、
こ

『
山
陽
新
報
』
紙
面
に
現
わ
れ
る
論
調
の

む
流
れ
に
逆
行
す
る
動
向
も
ま
た
顕
著
に
な

b
ざ
る
を
え
な
い
o

以
下
て
わ
た
し
た
ち
は
、

な
か
か

b
、
モ
の
推
移
を
み
亡
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

十
コ
一
年
七
且
、
全
国
的
な
請
願
運
動
の
波
状
攻
撃
が
な
さ
れ
て
い
る
さ
な
か
陀
、
ま
ず
運
動
の
「
過
激
」
に
わ
た
る
こ
と
を
警
戒
す

る
寄
書
が
発
表
さ
れ
た

1
|
「
而
し
て
我
輩
が
不
遜
を
顧
み
ず
無
用
の
質
言
主
長
々
し
く
吐
き
て
諸
君
に
告
げ
ん
と
す
る
は
、
不
撹
不

屈
我
々
人
民
の
思
慮
は
己
こ
に
あ
り
と
、
如
何
に
も
其
微
意
あ
る
所
を
政
府
民
徴
す
る
に
到
る
記
、
温
厚
笑
話
に
願
望
せ
ん
事
是
な
り
。

有
も
此
の
如
く
に
し
て
願
望
せ
ば
、
争
で
か
政
府
没
り
に
捨
放
す
る
所
あ
ら
ん
。
共
期
に
際
す
れ
ば
必
ず
過
激
に
渉
り
世
上
に
笑
を
招

く
勿
れ
、
竪
芯
耐
忍
一
事
を
為
ナ
所
あ
れ
L

(

賀
陽
郡
野
崎
長
大
「
国
会
閥
望
。
諸
君
巴
告
ぐ
」
十
コ
一
年
七
月
二
十
日
号

J

と
。
さ
ら
に
う
ず
い

τ

七
月
二
十
八
日
号
白
論
説
て
は
、

「
記
者
向
く
、
不
論
は
大
に
今
日
天
下
に
所
謂
る
輿
論
と
は
反
対
の
点
に
立
て
り
、

至
り
て
は
、
尋
常
白
寄
生
一
同
に
具
た
り
、
依

τ之
を
掲
載
す
」
と
註
記
し
亡
、

共
精
神
に

「
余
輩
は
常
に
人
民
が
華
々
地
に
白
由
民
権
を
談
論
指
揮

す
る
も
心
、
或
は
戦
闘
と
な
り
或
は
争
乱
と
な
る
を
恐
れ
る
白
み
」
と
述
へ
た
投
稿
l
l
i「
同
会
開
設
論
は
接
う
可
し
喜
ぶ
可
か
ら
ず
』

を
掲
載
し
て
い
る
白
で
あ
っ
た
(
十
三
年
b
月
二
十
八
日
三
。
す
左
わ
ち
こ
の
投
稿
、
そ
れ
を
引
用
し
た
論
説
が
い
わ
ん
と
し
亡
い
る
の

は
、
請
願
運
動
モ
れ
同
休
白
反
対
で
は
な
〈
、
そ
の
手
段
方
法
を
誤
る
と
き
、
い
い
か
え
る
と
、
過
激
に
お
よ

U
戦
闘
争
乱
に
わ
た
る

憂
慮
を
そ
白
理
由
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
己
の
論
点
は
、
さ
b
k在
岡
山
高
杉
蒼
鳩
の
所
説
、
て
一
一
周
具
体
的
に
展
開
さ
れ
て
ゆ
く

1
1
「
仮
令
廟
堂
上
如
何
な
る
虚
挙
あ
ら
ん
と
す
る
の
際
な
り
と
も
、
宣
人
民
の
請
願
書
を
斥
く
る
白
理
あ
ら
ん
や
。
又
之
を
納
れ
て

何
白
妨
げ
か
あ
る
。
況
ん
阜
、
彼
の
書
面
白
如
き
盛
挙
に
百
膳
百
益
あ
り
て
一
害
一
毒
な
さ
者
に
於
E
お
や
、

此
人
民
三
千
余
万
白

多
吉
、
笠
其
中
に
不
平
を
抱
き
乱
を
好
む
白
徒
た
き
を
保
す
可
け
ん
や
。
目
今
紙
幣
は
下
落
し
物
価
は
騰
貴

F
。
不
平
沼
暴
の
徒
の
口



を
籍
き
名
を
仮

b
ん
と
す
る
其
媒
介
定
一
二
に
止
ま
ら
ん
や
。
政
府
立
し
く
一
此
に
察
す
る
所
な
く
ん
ば
、
貧
賎
官
仰
を
決
ヂ
る
の
諺
の
如

〈
、
遂
に
一
大
変
乱
世
醸
成
し
来
り
、
被
の
仏
国

ω故
轍
を
踏
む
に
至
ら
ん
も
亦
計
り
知
る
可
か
ら
ず
内
其
股
鏡
甚
だ
速
さ
に
非
ぎ
る

な
り
」

ハ
十
三
年
八
月
十
王
日
号
)
。

明
ら
か
に
、
か
れ
ら

J

が
恐
れ
τ
h
v
る
の
は
、

「
貧
賎
死
を
決
す
る
」
場
合
て
あ
り
、

「
仏
国
の
故
轍
」
J

し
あ
っ
↑
た
。
す
で
に
み
亡
き

「
世
の
論
者
が
喋
々
論
弁
し
、
尋
常
白
人
民
が
汲
々
懇
請
す
る
よ

U
も
、
同
怖
く
共
影
響
を
政
府
に
及

す
べ
く
し
て
」
と
(
十
三
年
入
月
十
六
日
芝
、
み
ず
か

b
t
区
別
し
、
県
議
白
み
が
そ
白
任
に
堪
え
う
る
も
り
と
し
た
自
負
と
、
同
一

の
線
上
か
ら
発
一
言
せ
ら
れ
た
も

D
と
理
鮮
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
十
=
一
年
の
後
半
と
恒
う
時
点
が
、
専
制
政
府
に
対
置
さ
れ
る
す

べ
て
を
代
表
し
て
い
た
民
権
運
動
家

l第
三
階
級
に
、
新
し
い
脅
威
を
、
そ
の
内
部
か

b
感
じ
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
が
大
き
た
相

た
桜
井
提
案
|
|
県
議
路
線
が
、

開
問
を
示
し
て
hv
る
c

(
註
)
第
四
階
経
由
脅
威
に
対
す
る
民
権
家
の
考
え
は
、
社
会
党
前
と
い
う
か
た
ち
で
十
一
一
年
後
半
か
ら
み
ら
れ
て
〈
る
。
た
と
え
ば
「
大
阪
府
民
の

暴
科
大
塩
を
抽
慕
す
る
を
見
て
、
世
の
小
年
無
障
り
徒
が
之
を
民
線
開
宗
な
ど
と
し
、
社
会
党
論
を
輸
入
し
、
以
て
民
権
を
妨
害
す
る
者
あ
ら
ん
こ

と
今
日
に
戒
慎
せ
ず
ん
ば
、
或
は
其
の
無
き
を
保
す
る
能
わ
ざ
る
な
り
」
(
林
戎
「
自
由
民
権
論
の
社
会
的
限
界
」

1
『
明
治
史
料
研
究
殺
害
』
第

三
巻
五
回
頁
)
と
、
都
市
下
層
民
の
動
向
が
、
「
大
振
の
乱
」
を
つ
う
じ
て
社
会
党
請
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
っ
子
。
ま
た
、
十
一
~
一
句
に
元
老
院

に
提
出
さ
れ
た
建
白
替
の
な
か
忙
も
、
仏
国
の
故
轍
、
階
級
対
立
の
激
化
を
回
避
す
お
必
要
を
刀
説
ず
る
意
見
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
(
『
明
治
ア

=
一
年
金
国
国
合
開
設
一
元
老
睦
白
害
集
成
』
二
丘
・
三
七
・
四
C
・
七
一
一
且
〉
。

新
聞
論
調
の
推
移
は
、
政
治
運
動
の
内
部
構
成
に
お
け
る
変
化

1
l旧
指
導
者
の
脱
落
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
民
権
組
織
の

細
胞
と
も
い
え
る
郷
党
親
腔
会
て
も
、
幹
部
白
脱
落
が
み
ら
れ
て
く
る
|
|
「
東
北
条
郡
有
志
者
の
親
際
会
は
、
去
る
四
月
四
日
開
会
、

会
員
共
は
後
来
益
々
盛
怠
る
べ
し
と
思
い
居
た
る
に
、
初
回
の
み
に

τ夏
季
の
会
は
何
白
沙
汰
も
な
く
流
れ

τ来
っ
て
、
人
守
叉
秋

圏
全
開
設
請
願
謹
動
の
古
判
長
梓
造
H
H

時
八
+
巻

七

第
三
号

七



国
企
開
設
苛
願
運
動
の
発
展
構
造
陣

第
八
十
巻

A 

第

骨

七

季
と
た

D
た
れ
ど
、
流
会
と
も
延
会
と
も
何
と
も
分
ら
ず
、

全
く
幹
事
た
る
人
の
怠
惰
よ
り
斯
不
都
合
を
生
じ
た
る
た
ら
ん
」

年
十
月
一
三
日
号
)
o

ま
た
民
権
運
動
指
導
者
聞
に
認
め

b
れ
る
、
正
導
権
の
下
降
も
そ
う
で
あ
る
。
大
芦
屋
|
大
豪
農
出
身
県
議
が
、
小

豪
農
に
県
議
を
交
代
し
て
W
る
こ
と
(
拙
稿
『
自
由
民
格
v也
動
と
豪
農
用
阜
、
国
会
開
設
請
願
の
十
二
年
十
二
月
の
第
一
次
と
十
三
年
十
月

の
第
二
次
と
て
は
、
そ
の
上
京
委
員
が
、
県
議
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
人
民
有
志
者
」
に
去
っ
て
い
る
こ
ー
に
な
げ
に
を
あ
げ
河
口
こ
と
が
で
き
る

(
拙
稿
『
山
陽
自
由
党
の
組
機
過
程
』
)
。
し
た
が
っ
て
、
と
白
推
移
は
十
四
年
に
お
い
て
、
「
最
初
は
死
す
と
も
止
ま
ず
と
か
、
生
省
て
渇

ー什

ら
ず
と
一
古
い
し
程
の
人
あ
り
し
に
も
か
か
わ

b
ず
、
近
来
に
至
り
て
は
更
に
尽
力
す
る
者
な
き
よ
し
た
る
か
」

「
我
県
下
の
議
畳
蒋
し

く
は
常
置
委
員
と
な
れ
ば
、
反

τ官
吏
を
気
取
り
民
権
杯
は
棚
に
上
げ
」
(
『
美
作
雑
誌
』
第
四
号
)
と
、
十
二
年
段
階
の
民
権
運
動
家
た

ち
が
、
冷
笑
批
判
を
甘
受
せ
ざ
る
を
え
た
い
立
場
に
ゐ
か
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
白
推
移
を
ひ
き
お
こ
し
た
根
拠
は
、
何
に
求
め
ら
る
べ
き
ず
あ
ろ
う
か
。
告
さ
に
分
析
し
た
民
権
運
動
の
発
展

l
激
ル
刊
に
則
応
す

る
第
四
階
級
白
脅
威
と
い
う
情
勢
が
働
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
十
介
考
慮
て
き
る
理
由
J

し
あ
る
。
と
同
時
に
、
己
の
客
観
情
勢
推
移

の
な
か
で
、
民
権
運
動
家
白
主
体
的
条
件
の
変
化
が
反
省
さ
れ
、
そ
れ
が
具
体
的
な
実
践
行
動
に
表
明
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で

決乙トムドっ。

十
年
以
降
の
イ
ン
フ
レ

l
y
ョ
シ
は
、

「
夫
れ
紙
幣
の
下
落
す
る
や
、
民
間
紙
幣
を
有
す
る
も
の
皆
た
損
失
す
。
土
地
を
有
す
る
も

の
は
租
税
減
少
し
、
地
価
勝
ょ
す
る
を
以
て
寧
ち
利
益
す
る
も
損
失
せ
ざ
る
な
り
」
(
『
京
京
経
済
雑
誌
』
十
四
年
五
月
五
日
号
〕
と
、
土
地

所
有
者
と
く
に
地
主
層
に
利
益
を
も
売
ら
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
「
加
う
る
に
紙
幣
の
増
発
を
以
て
し
、
紙
幣
の
低
価
下
落
の
大
に

物
価
の
騰
貴
を
致

T
。
而
し
て
米
価
の
騰
貴
は
大
H
に
一
般
農
民
金
納
の
得
失
に
関
繋
し
、
二
三
年
来
に
於
て
農
民
に
裕
福
の
色
あ
り
」

豊
作
・
反
当
収
量
増
加
、
モ
し
て
地
価
騰
貴
に
加
え
る
米
価
騰
貴
と
て
、
農
民
に
は
突
質

(
『
山
陽
新
報
』
十
一
年
八
月
十
二
日
号
)
と
、



市
り
な
地
租
軽
減
と
な
っ
℃
い
つ
(
問
。
同
じ
頃
小
田
郡
か
ら
D
通
信
は
、
十
二
年
麦
作
の
不
振
を
報
じ
た
が
、
す
ぐ
っ
ず
い
て
「
併
し
地

再
び
改
正
あ
り
て
減
税
な
る
べ
し
と
、

租
改
玉
の
期
年
も
近
け
れ
ば
、

一
日
三
秋
の
思
い
を
殺
し
来
る
明
治
十
三
年
を
待
ち
局
れ
り

(
十
二
年
八
月
一
一
一
十

日
号
)
と
、
十
一
二
年
改
訂
へ
の
期
待
を
記
し
て
い
る
。
期
待
の
可
能
性
を
現
実
の
必
然
へ
転
化
さ
せ
る
た
め
の
政
治

運
動

l
国
会
開
設
諸
問
運
動
へ
の
参
加
で
あ
っ
た
。
だ
が
十
三
年
に
改
訂
据
置
と
決
定
さ
れ
る
や
、

地
租
は
従
来
の
通
り
に
て
明
治
十
八
年
迄
据
置
か
る
る
旨
を
達
せ
ら
れ
た
る
を
害
び
、
一
同
相
談
の
上
司
先
頃
同
村
某
神
社
陀
集
合
し

祝
宴
を
聞
き
各
三
歓
を
尽
し
て
引
取
し
と
い
う
」
(
十
三
年
九
月
十
六
日
号
)
と
、
歓
苓
は
闘
争
の
腰
〈
だ
け
を
き
た
す
己
と
に
な
る
。

「
回
全
宋
郡
大
村
の
人
民
は
過
般

(
註
)
民
栴
運
動
に
お
け
る
地
租
問
題
に
た
い
す
る
態
度
は
、
十
年
立
志
社
建
白
書
と
十
三
年
愛
国
社
の
固
ま
開
設
土
願
書
と
町
問
に
、
大
き
な
差
異

が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
前
者
に
お
い
て
は
地
租
政
E
そ
れ
自
体
に
た
い
す
る
批
判
、
地
租
の
重
さ
が
諭
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
後
者
で

は
、
地
租
に
た
い
す
る
批
判
は
な
さ
れ
ず
、
地
券
交
付
地
租
徴
収
か
ら
政
府
に
た
い
し
て
租
税
協
賛
格
・
予
首
議
定
格
を
要
求
し
て
い
る
。
十
三

年
に
お
付
る
土
地
所
有
絡
の
陣
立
搾
利
意
誌
の
自
覚
を
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
定
額
賀
租
に
対
応
す
る
木
何
勝
賞
、
し
た
が
っ
て
、
地
租
の
比
重

の
相
対
的
低
下
に
基
凶
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

だ
が
地
租
の
実
質
的
軽
減
の
利
益
が
、
土
地
所
有
農
民
に
限
定
さ
れ
る
と
と
は
も
と
よ
り
て
あ
る
。
そ
れ
も
所
有
規
模
が
大
き
い
ほ

と
有
利
で
あ
る
。
巴
れ
に
た
い
し
て
経
営
規
模
の
大
き
さ
は
、
必
ず
し
も
即
応
す
る
利
益
と
し
て
は
具
体
化
さ
れ
な
か
ヮ
た
。
耕
作
曲
再

民
の
場
合
、
寄
生
地
主
と
臭
っ
て
、
地
価
算
定
に
お
け
る
労
賃
無
視
が
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
を
す
で
に
指
摘
し
て
沿
い
た
。
好

況
の
な
か
て
一
層
経
営
を
拡
大
さ
せ
よ
う
と
す
る
場
合
、
生
産
費
の
問
題
が
大
き
く
前
出
に
う
か
び
上
っ

τく
る
。
雇
傭
、
労
働
・
肥
料

代
・
農
具
代
の
騰
貴
は
、
イ
Y

フ
レ
過
程
で
は
と
く
に
顕
著
と
な
っ
て
ゆ
く
。
か
く
し
て
地
主
的
利
害
と
は
別
個
在
地
価
修
正
の
運
動

が
、
十
二
年
頃
か
り
耕
作
農
民
を
主
体
と
し
て
た
た
か
わ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
十
二
年
に
は
じ
る
越
前
五
郡
一
一
十
八
ケ
村
白
闘
争
は
、

杉
同
定
一
父
子
白
指
導
に
よ
る
地
位
等
級
・
反
当
収
量
の
再
調
を
長
求
す
る
(
『
梓
回
鶏
山
翁
』
二
八
六
J
一
ニ
六
五
頁
)
。
ま
た
新
潟
県
下
回

国
会
開
設
請
願
運
動
の
発
展
構
造
同

車
八
十
巻

九

第
三
号

七



国
企
開
設
請
願
運
動
の
持
民
構
造
同

購
入
十
巻

。
第
一
一
号

七
回

の二
第十
八二
項大
江区
は各
、井寸

25長

聖苦
よ

% る

品在

品多
大 U

F 地

克 32
限""-

正り
不総

件.服

lJ歎
ι 匝目
立 返
る

動の
は

権
-a L 

剥土
れ芙
コ蔵
宕 sIP
1よ"こ
上 Eぎ
の五ト

地芹
主 1考
え，汗]、

雇し
下与
につ
召 と
喚し
L た
、立〉

冗て
費あ
を る
以
て そ

民
心
を
挫
折
せ
し
め
ん
と
す
る
処
分
之
事
」
と
指
摘
し
、
三
石
以
上
の
地
主
と
耕
作
農
民
と
は
、
明
確
に
対
立
す
る
の
で
あ
っ
た
一
同
朝

野
新
聞
』
十
二
年
七
月
三
日
号
)
。
地
租
改
正
に
お
け
る
地
位
等
級
組
立
を
め
ぐ
る
政
府
官
員
|
戸
長
・
総
代
人
む
不
主
歪
曲
が
改
め
亡
問

題
に
さ
れ
、
地
租
軽
減
に
結
集
さ
れ
た
農
民
的
統
一
戦
線
の
内
部
矛
盾
が
顕
在
化
す
る
こ
と
に
な
コ
た
の
で
あ
る
n

本
の
問
題
点
に
関
連
し
て
、
十
三
年
末
か
、
b
十
四
年
に
か
け
て
、
小
作
騒
動
の
記
事
が
新
聞
紙
上
に
瀕
出
す
る
こ
と
に
た
る
。
な
か

て
も
、
国
会
開
設
請
願
白
当
初
か

b
活
躍
し

τ
い
た
忍
峡
稜
威
兄
が
、
累
代
庄
屋
と
し

τ支
部
し
て
き
た
浅
口
郡
西
原
村
て
、
十
三
年

末
か
ら
-
止
月
に
か
け
て
金
納
減
傾
の
小
作
争
議
が
た
た
か
わ
れ
(
『
交
調
雑
誌
と
一
二
五
号
十
九
頁
ス

隣
り
の
船
穂
村
て
も
、
三
十
人
白
小

作
人
に
よ
る
県
庁
強
訴
(
『
山
陽
新
報
』
十
四
年
三
月
六
日
号
)
、

さ
ら
に
同
村
小
学
校
て
は
、

地
主
・
小
作
人
双
方
白
子
供
が
同
盟
休
校

し
、
た
め
に
一
一

O
O名
の
生
徒
中
四

O
名
の
登
校
者
を
数
え
る
に
す
ぎ
な
い
と
白
事
態
ま
て
発
生
さ
せ
た
の
で
あ
る
(
十
同
年
四
月
七
日

き
な
引，
iっこ
たQ)
パ、 ζ1>

f信仰

雪量
の 慣
用指

事警
が有
島 の

j量豊
し刊

のて
いこ

る主
Q) !;; 

2 2 
つ ι

た f
た
け
れ
ば
な
ら
な
し勺

す
)

か
く
の
ご
と
く
、
こ
れ
ま
で
み
る
己
と
が
て

殖
産
興
業
白
面
て
も
官
営
・
政
商
資
本
中
心
白
保
護
育
成
策
に
代
り
、
十
年
以
後
府
県
に
よ
る
地
方
産
業
の
奨
励
が
盛
ん
と
な
る
。

岡
山
民
立
博
覧
会
・
勧
業
試
験
場
・
岡
山
商
法
会
議
所

ω
設
誼
助
成
な
ど
モ
白
一
貫
て
あ
る
。
ま
た
前
述
「
農
村
D
繁
栄
」
を
某
躍
に

し
亡
、
製
糸
・
製
織
の
一
隷
農
マ
ニ
ュ

7

7

ク
チ
ュ
了
が
勃
興
す
る
。
十
一
年
作
川
二
宮
村
の
私
立
養
蚕
伝
習
所
、
十
四
年
二
宮
座
繰
製

糸
場
な
ど
は
、

作
州
民
権
派
一
家
農
に
主
り
設
立
経
営
吉
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
(
拙
稿
『
白
由
民
権
運
動
と
京
民
屑
』
)
。

と
の
み
な
か
に
あ
♂
ヲ

て
政
府
の
財
此
経
済
政
策
の
一
従
更
は
、
太
政
白
布
告
第
四
十
八
号
、
工
場
払
下
概
則
と
し
て
公
布
さ
れ
、
少
な
か
ら
ず
地
方
プ
ル
ジ
ヨ



ア
ジ

l
u
歓
心
主
モ
モ
る
己
と
に
な
っ
た
。
『
山
陽
新
報
』
は
、
「
政
府
所
有
の
諸
工
場
を
払
下
げ
ん
と
す
」
の
社
説
を
か
か
げ
、

之
主
廃
す
る
は
も
則
ち
一
は
以
て
政
府
の
使
途
を
節
減
し
、
一
は
以
て
平
民
間
の
事
業
主
増
し
、
突
に
一
挙
両
得
の
美
挙
」
と
賛
辞
世

送
フ
て
歓
迎
す
る
の
で
あ
っ
た
(
十
三
年
十
一
月
十
九
日
号
)
。
官
営
エ
場
鉱
山
が
、
政
商
財
閥
資
本
に
集
中
的
に
払
下
げ
が
た
さ
れ
る
白

「人守

は
、
主
と
し
て
工
部
省
廃
止
四
十
九
年
前
後
に
ぞ
く
す
る
か
ぎ
り
、
当
年
の
地
方
プ
ル
ジ
ョ

7

d

発
展
に
た
い

T
る
阻
止
的
要
因
の

除
去
と
し
℃
、
喜
び
迎
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
地
利
米
に
よ
る
貨
幣
財
産
白
蓄
積
が
、
右
目
よ
う
な
産
業
資
本
と
し
て
生
産
国
へ
投
下
さ
れ
る
の
は
、
例
外
的
な
と
と
に
ぞ
く

す
る
。
む
し
ろ
主
と
し
て
流
通
過
程
に
参
加
す
る
己
と
セ
も
フ
て
、
商
業
高
利
貸
資
本
と
し
て
発
展
を
高
図
し
た
と
こ
ろ
に
、
民
権
運

動
家
の
方
向
を
決
定
的
に
規
定
す
る
要
因
が
存
在
し
て
い
た
。
十
年
以
降
の
不
換
紙
幣
の
具
常
た
膨
脹
は
、
投
機
的
利
拾
を
も
と
め
て

空
転
す
る
商
業
を
繁
栄
さ
せ
、
商
人
数
を
急
増
吉
セ
る
こ
と
に
た
る
。
三
都
白
商
人
数
は
、
十
二
年
の
十
一
万
人
か
ら
十
四
年
に
は
十

九
万
八
千
人
へ
と
約
二
倍
の
増
加
を
示
し
て
い
る
(
土
屋
需
挫
『
明
治
相
期
の
イ
ン
フ
レ
l
シ
三

γ
と
そ
の
克
服
経
済
学
論
集
』
一
一
四
巻
一
号

二
四
頁
)
。
九
年
改
正
国
立
銀
行
条
例
以
来
白
地
方
国
立
銀
行
の
増
加
も
め
ぎ
ま
し
い
。
十
二
年
ま
で
に
全
国
一
五
三
行
主
か
ぞ
え
た

国
立
銀
行
資
本
金
の
大
部
分
は
、
士
族
の
金
禄
公
債
に
依
拠
し
て
開
発
し
た
が
、
モ
の
支
配
権
は
次
第
に
士
肢
か
b
商
人
・
地
主
へ
と

移
行
す
る
傾
向
を
も
ヮ
て
い
た
。
そ
の
モ
デ
ル
グ
イ
プ
を
、
仙
台
の
第
七
十
七
国
立
銀
行
を
分
析
し
た
荒
井
正
夫
氏
の
『
日
本
に
沿
け

る
地
方
銀
行
の
発
展
』
.
(
中
究
大
学
『
経
商
論
纂
』
さ
一
号
)
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
与
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
イ
ン
フ
レ

1
デ
フ
レ
の

過
程
を
つ
う
じ
て
こ
の
国
立
銀
行
は
、
土
地
を
抵
当
と
す
る
貸
付
吉
行
い
、
土
地
の
集
積
と
政
失
の
過
程
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

銀
行
株
主
で
あ
る
士
族
・
豪
農
・
豪
商
の
寄
生
地
主
へ
と
転
佑
を
促
進
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
米
価
騰
貴
を
も
っ
て
、

国
立
銀
行
主
媒
介
と
す
る
地
租
金
納
化
の
た
め
の
米
穀
取
引
を
盛
ん
に
し
、
地
方
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
寄
生
的
投
機
的
友
商
業
活
動
へ

国
会
開
設
請
願
運
動
の
出
荷
毘
構
造
伺

軍
八
十
巻

第

号

七
三玉



国
合
開
設
請
願
遅
動
の
発
展
梓
浩
悼

第
八
十
巻

第

号

七
/、

お
も
む
か
せ
た
の
で
あ
ヮ
た

岡
山
の
第
二
十
二
国
止
銀
行
も
同
様
て
あ
る
o

十
年
十
周
に
創
立
を
み
た
第
二
十
二
国
立
銀
行
は
、
一
元
大
参
事
花
一
一
局
端
連
、
元
県
令

新
庄
厚
信
、
保
守
派
士
族
の
総
帥
川
村
山
岩
一
二
郎
b
士
旗
代
表
と
大
阪
白
広
岡
久
右
衛
門
、
神
戸
の
橋
本
勝
左
衛
門
主
発
起
人
と
し
、
総

株
の
一
二
分
の
一
一
を
旧
棒
、
土
一
u

肢
が
負
担
す
る
こ
と
に
よ
り
発
足
し
た
(
「
阿
山
市
史
』
五
巻
四
六
七
Z

一
頁
)
ロ
経
済
界
の
中
心
に
位
置
し
た

銀
行
は
、
岡
山
経
済
界
推
進
力
の
恭
動
力
と
た
る
。
福
沢
一
門
ゼ
占
有
す
る
『
山
陽
新
報
』
も
、
商
品
流
通
の
拡
大
発
展
を
回
標
と
し

て
、
銀
行
と
グ
イ
ア
ッ
プ
し
つ
つ
且
論
を
指
導
し
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
、
イ
二
年
八
月
一
一
一
一
一
目
白
一
五
-
一
号
よ
り
一
五
八
号
に
わ
た

り
連
載
さ
れ
た
社
説
「
商
法
学
校
を
興
起
す
る
の
今
日
に
急
要
な
る
ζ

と
を
論
ず
」
左
ど
が
そ
の
代
表
的
た
も
の
で
あ
る
。
論
説
を
う

け
て
一
週
立
銀
行
首
脳
に
よ
り
阿
山
商
法
会
議
所
が
設
立
さ
れ
、
ま
た
岡
山
商
法
講
習
所
が
箕
浦
勝
人
校
長
、
山
本
達
雄
教
頭
を
迎
え
主

己
れ
ら
連
の
商
業
部
門
施
設
に
か
ん
す
る

発
足
す
る
白
て
あ
コ
た
(
『
岡
山
経
済
文
化
史
』
一
二
九
三
頁
)

己
こ
J
Y

注
目
さ
れ
る
の
は
、

発
起
人
・
運
営
者
?
な
か
に
、
わ
た
し
た
ち
が
必
ず
、
新
庄
厚
信
・
小
松
原
英
太
郎
・
三
村
久
吾
な
ど
か
つ
て
の
民
権
指
導
者
、
そ
し

て
十
四
年
十
月
成
立
の
山
陽
自
由
党
の
領
袖
主
見
出
す
こ
と
が
て
き
る
の
で
あ
っ
た
。

「
1
4
F

ぽ
自
由
党
の
成
立

右
に
分
析
し
た
諸
条
件
を
恭
鮮
と
し
て
山
陽
自
由
党
・
美
作
自
由
党
が
結
成
さ
れ
た
。
モ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
に
つ
い
て
は
、
別
稿
て

「
財
智
の
二
力
を
有
し
、
併
吐

τ土
地
に
名
望
あ
り
て
、

明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
美
作
自
由
党
機
関
誌
の
言
葉
を
か
れ
ば
、

今
日
結
合
を
計
る
に
最
も
適
当
な
人
L

(

『
英
作
雑
誌
』
四
号
)
と
し
て
概
括
す
る
こ
と
が
で
き
ょ
う
。
だ
が
自
由
党
成
立
に
か
ん
す
る
問

題
は
、

い
う
と
こ
ろ
の
「
結
合
」
の
た
か
に
あ
る
。
東
京
の
自
由
党
結
成
に
つ
い
て
も
、

国
会
期
成
問
問
会
↓
自
由
党
結
成
盟
約
↓
自
由
党
と
直
綜
的
に
発
展
し
た
も
の
と
す
る
に
は
、
な
お
多
く
の
疑
問
が
残
る
。
い
ま
こ
の

「
自
由
党
史
』
が
い
う
ご
と
く
、
憂
国
社
↓



問
題
を
正
而
か
ら
と
り
上
げ
る
こ
と
は
紙
数
が
許
さ
れ
な
い
白
て
、
山
陽
自
由
党
結
成
過
程
に
却
し
つ
つ
略
述
し
亡
ゆ
く
。

国
会
開
設
請
願
運
動
以
来
、
県
議
グ
ル
プ
に
代
っ
て
民
権
運
動
を
指
導
し
て
き
た
小
林
椅
雄
・
精
藤
恒
・
森
真
十
郎
の
三
名
を
仮

事
務
委
員
と
し
て
、
十
四
年
九
用
、
満
藤
の
本
拠
向
街
社
が
あ
る
上
道
郡
郡
西
大
寺
村
に
山
陽
自
由
党
は
発
足
す
る
己
と
に
な
フ
た
。

そ
の
仮
規
約
は
『
山
陽
新
報
』
十
四
年
九
且
三
十
日
号
に
掲
載
さ
れ
て
W
る
が
、
そ
の
内
容
は
十
三
年
十
二
月
「
同
由
党
結
成
の
盟
約
』

と
ほ
と
ん
ど
同
一
趣
旨
の
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
十
一
周
に
半
瓦
成
立
し
た
山
陽
自
由
党
は
、
小
林
・
森
の
両
仮
委
員
セ
排
除
し
て
、
本
部
委
員
に
は
、
新
庄
厚
信
〔
元
岡
山
県

令

l
第
二
斗
二
国
立
融
行
取
締
担

7
三
村
久
五
回
(
岡
山
商
法
会
議
所
十
四
年
同
山
県
全
議
長
岡
山
米
商
告
所
頭
取
)
・
満
藤
恒
(
誓
籍
丈
具
薬
問

屋
i
米
議
取
引
所
理
中
長
)
の
三
人
が
選
任
さ
れ
た
白
て
あ
る
。

民
権
運
動
は
、
と
こ
に
「
人
民
有
志
者
」
か
ら
か
っ
て
の
ご
と
く
士
族

沿
よ
び
県
議
へ
と
主
導
権
が
移
っ
て
い
っ
た
の
て
あ
っ
た
。

三
号
)
と
自
負
し
た
民
権
指
導
者
は
、

「
有
も
忠
君
愛
国
白
人
士
は
剛
毅
に
し
て
組
暴
に
流
れ
ず
」
合
員
作
雑
誌
』

ー
政
治
に
関
す
る
事
項
を
講
談
論
議
す
る
た
め
に
結
社
し
た
る
も
の
に
非
ず
」
(
『
規
則
』
第
十
八

条
)
と
規
定
し
つ
フ
、
党
内
よ
り

ω左
派
追
放
を
専
ら
事
と
す
る
(
詳
細
は
拙
稿
『
山
陽
自
由
党
の
組
織
過
程
』
〕
。

内
闘
争
士
経
過
す
る
な
か
で
、
地
主
政
党
と
し
て
自
ら
を
純
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
自
由
党
は
党

全
国
民
の
統
一
し
た
要
求
を
か
か
げ
、
各
階
層
の
結
集
を
も
っ
て
出
発
し
た
日
本
の
プ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
運
動
は
、
国
民
す
べ

τ

の
政
治
参
加
を
具
体
的
に
表
現
す
る
国
会
開
設
を
十
年
む
の
ち
に
ひ
か
え
て
、
「
人
民
の
意
志
」
は
ふ
み
に
じ
ら
れ
「
代
表
者
白
意
志
」

に
す
り
か
え
ら
れ
よ
う
と
す
る
。
い
ま
や
自
由
党
員
は
、
華
士
族
だ
け
が
政
治
に
関
係
し
平
氏
が
除
外
さ
れ
て
い
る
現
状
を
批
判
し
て
、

「
政
権
の
平
等
」

H
H
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
平
等
主
露
骨
に
要
求
し
は
じ
め
る
(
『
表
作
雑
誌
』
掃
十
八
号
)
。

ま
た
板
垣
が
林
包
明
に
た
い
し
て

「
拙
者
は
急
進
主
義
主
執
る
者
に
は
あ
ら
一
ね
ど
、
八
現
時
政
府
の
組
織
を
撃
破
し
て
自
己
の
所
信
主
連
せ
ん
と
す
る
に
は
、
勢
い
過
激

圏
全
開
設
請
願
瀧
動
の
溌
民
構
造
伺

揮
八
十
巻

第
三
号

七
一口



国
会
開
設
背
開
運
動
の
発
展
柑
造
同

第
八
十
巻

四

持

母

じ
ノ1、

の
手
段
に
出
て
ざ
る
を
得
ず
。
故
に
斯
く
は
急
進
論
を
主
摂
す
る
な
り
。
我
所
望
の
一
端
を
達
し
て
国
会
正
に
開
く
る
の
暁
に
は
、
拙
刑

者
は
忽
一
お
と
し
て
漸
進
出
拡
に
変
ず
る
な
り
」
(
『
山
陽
新
報
』
十
四
年
十
周
十
一
百
号
〉
と
述
ペ
た
と
伝
え

b
れ
た
こ
の
一
言
葉
は
、
真
偽
の
ほ

ど
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
い
ま
の
場
合
十
介
考
え
ら
れ
る
板
垣
り
発
言
で
あ
り
、
自
由
党
員
の
思
抽
出
て
あ
る
と
い
え
よ
う
。

国
会
開
設
請
願
運
動
の
発
展
が
、
こ
の
よ
う
な
自
由
党
と
し
て
結
実
す
る
と
す
れ
ば
、
民
衆
は
み
ず
か

b
の
要
求
を
独
自
の
組
織
を
も

っ
て
た
た
か
い
と
ら
ね
ば
な
ら

J

な
く
な
っ
た
。
さ
き
の
板
垣
の
吾
一
日
に
た
い
し
て
、

「
此
の
有
楽
呆
し
て
信
な
b
ば
、
誰
か
問
氏
の
語
謀

詐
術
品
三
怒

b
ざ
る
も
白
あ
ら
ん
干
」
(
問
よ
紙
)
と
批
判
す
る
と
き
、
自
由
党
士
組
織
す
る
民
権
指
導
者
に
た
い
し
て
民
衆
は
扶
別
を
し

τ
い
た
の
で
あ
っ
た
。
愛
知
県
の
愛
国
交
親
社
の
「
絶
交
」
は
、
モ
の
代
表
的
車
例
と
し
て
考
え
b
れ
る
白
で
あ
っ
た
(
長
谷
川
謂
「
愛

国
交
親
社
の
怯
特
可
燃
史
評
論
』
七
人
号
一
一
二
瓦
〉
。

民
衆
臼
自
由
党
に
た
い
す
る
期
待
は
ふ
"
が
に
じ

b
れ
、
両
者
の
聞
に
治
か
れ
た
階
級

利
害
の
対
立
は
、
今
後
一
層
明
確
化
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
で
あ
一
ろ
う
。
民
衆
の
問
に
は
、
静
岡
の
侍
金
党
・
愛
知
の
愛
国
交
親
社
・

秩
父
の
図
民
党
r

な
ど
が
、
未
成
熟
な
か
た
ち
で
は
あ
れ
、
新
し
い
快
格
主
も
つ
闘
争
母
体
が
う
み
だ
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。
岡
山

県
て
も
、
自
由
党
組
織
と
は
別
個
に
、
そ
う
し
た
農
民
独
自
白
困
民
党
組
織
が
、
農
民
独
自
の
要
求
を
か
か
げ
て
闘
争
す
る
こ
と
と
た

る
〈
「
自
由
新
聞
』
十
七
年
一
月
二
十
四
日
号
)
。

だ
が
、
だ
か

b
と
い
っ
て
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
れ
ら
に
す
ベ
て
白
期
待
を
か
け
る
こ
と
は

ぞ
き
な
い
。
モ
れ
ら
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
チ
ー
を
買
い
と
ら
れ
た
心
ち
て
の
、
プ
ル
グ
ョ
ア
民
主
、
ヱ
義
革
命
を
「
下
か
ら
」
推
進
し
て
ゆ
く

革
命
日
野
刀
で
あ
る
に
せ
よ
、
孤
立
的
・
分
散
的
に
し
か
た
た
か
わ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
わ
た
し
た
も
は
摘
芽
的
な
も
の
と
し
て
し
か
評
価

ず
る
こ
と
が
己
き
な
い
て
あ
ろ
う
。
人
午
後
の
わ
た
し
た
も
の
課
題
は
、
歴
史
む
な
か
で
労
働
者
階
級
の
成
長
、
そ
の
前
提
と
し
て
の
資

木
主
義
白
発
展
を
明

b
か
に
す
る
と
と
に
ゐ
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
五
七
・
一
・
二
五
)


